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地域再生計画 

 

１ 地域再生計画の名称 

滝沢市新しい地方経済・生活環境創生交付金計画 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

岩手県滝沢市 

 

３ 地域再生計画の区域 

岩手県滝沢市の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

（１）人口動向分析 

   国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）の推計によると、

本市の人口は、令和２年の 55,579 人をピークとして、令和７年には 54,966 人、

令和 32 年には、44,032 人減少すると見込まれており、市の住民基本台帳におい

ても、令和３年７月末の 55,669人をピークに、令和６年 12月末には、54,413人

まで減少している。 

   年齢３区分別の人口動態をみると、年少人口（０～14歳）は、平成 12年の 8,825

人をピークとして減少し、令和２年には 6,898人となる一方、老年人口（65歳以

上）は平成 12年の 5,655人から、令和２年 14,164人へと増加の一途をたどって

おり、今後も少子高齢化が進むことが想定されている。 

   生産年齢人口（15～64 歳）も、平成 17 年の 37,652 人をピークに令和２年は、

33,476人へと減少しており、今後も減少することが見込まれている。 

   自然動態をみると、平成 29 年には死亡数 459 人が出生数 429 人を上回る自然

減となり、以降出生数の減少傾向と死亡数の増加傾向が続き、令和４年には、169

人（出生数 347人、死亡数 516人）の自然減となっている。 

社会動態をみると、宅地開発等の進展により近年は社会増の傾向が続いてきた

が、令和４年には、転入者数 2,103人に対し、転出者数が 2,278人となり、175人

の社会減へと社会動態が変化している。 
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このように、本市においては、これまで自然増かつ社会増の期間が長く続いて

きたが、現在の人口動態は自然減かつ社会減となっており、人口減少対策が急務

となっている。 

（２）課題と解決へ向けた取組 

人口減少が進むことに伴う担い手不足や地域産業の衰退等により、住民生活の

ほか、地域経済、福祉・介護、地域公共交通、市の行財政など様々な分野への影

響が懸念される。 

一方、本市には「県都盛岡市に隣接し、自然環境と調和のとれた都市基盤を有

していること」、「市内に複数の大学が立地し、多くの学生をはじめとする若い

世代が多い都市であること」、「人とのつながりを大切にした地域づくりを推進

していること」などのこれまでのまちづくりで培った強みがある。 

人口減少に伴って生じる各種課題に対応し、今後の人口減少を効果的に抑制す

るためには、本市の強みを生かしつつ、出産・子育てしやすい環境づくりの実現、

市民が望む生活・家庭環境の実現、多様な働く場の創出、市への愛着の醸成など

の取組を総合的に進め、自然減・社会減から自然増・社会増へと人口動態を転換

させる必要がある。 

これら取組を進めるため、次の事項を本計画期間内における基本目標として掲

げ、目標の達成を図る。 

・基本目標１ 自分らしい子育てが実現できる環境づくり 

・基本目標２ 定住、転入を促す環境づくり 

  ・基本目標３ 市への愛着の醸成と若者が活躍できる環境づくり 

・基本目標４ 高齢者が生きがいを持ちいきいきと暮らす環境づくり   

 

【数値目標】 

５－３の①

に掲げる事

業 

ＫＰＩ 
現状値 

（計画開始時点） 

目標値 

（令和 13年度） 

達成に寄与する

地方版総合戦略

の基本目標 

ア 
合計特殊出生率

（滝沢市） 

1.37 

（令和４年度） 
1.52 基本目標１ 
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子どもが大切に育

てられていると感

じている人の割合 

79.0％ 

（令和５年度） 
83.0％ 

イ 

市民１人当たり課

税所得 

2,624千円 

（令和４年度） 
2,700千円 

基本目標２ 
働く場があると感

じている人の割合 

22.1％ 

（令和５年度） 
25.0％ 

ウ 

転入・転出者数の

均衡（住民基本台

帳ベース） 

175人 

(令和４年度 

転出超過数) 

100人 

（令和９年度転

出超過数） 

基本目標３ 人々が集まり活動

できる「場」があ

ると感じている人

の割合 

43.1％ 

（令和５年度） 
46.5％ 

エ 

心身ともに元気で

暮らせていると感

じている人の割合 

56.3％ 

（令和５年度） 
59.0％ 

基本目標４ 
老後が不安なく暮

らせると感じてい

る人の割合 

16.2％ 

（令和５年度） 
18.2％ 

※  令和６年度に実施した事業の効果検証については、第２期滝沢市まち・ひと・ 

しごと創生総合戦略に記載の数値目標を活用する。 

 

５ 地域再生を図るために行う事業 

５－１ 全体の概要 

５－２及び５－３のとおり。 

 

５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

○ まち・ひと・しごと創生交付金（新しい地方経済・生活環境創生交付金（第

２世代交付金））の活用（内閣府）：【Ａ３０１７】 
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① 事業の名称 

滝沢市まち・ひと・しごと創生推進事業 

ア 若い世代の新たな雇用を創出する事業 

イ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業 

ウ 人とのつながりを魅力にした定住・転入・関係人口の拡大と安心し  

て暮らすことができる魅力的な地域を実現する事業 

 

   ② 事業の内容 

 ア 若い世代の新たな雇用を創出する事業 

  本市の特徴でもある若い世代の存在に加え、大学が立地している本市の特

徴を生かして、市内に働く場を創出するための取組を進め、若者を中心と

した市民が、自分らしく働くことができる環境づくりを進める。 

  【具体的な事業】 

   ・産業人材育成事業 

   ・ICT産業集積拠点整備事業 

   ・農業担い手育成対策事業 等 

 イ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業 

  急速に変化する社会においても、次代を担う子どもたちが笑顔で健やかに

暮らすことができるよう、子どもを安心して産み育てられる子育て環境の

充実に取り組むとともに、子育てをみんなで助け合いながら、家庭や地域

が一体となって子どもの成長を後押ししていく「こどもまんなか」の地域

社会の創出を目指す。 

  【具体的な事業】 

   ・妊産婦保健事業 

   ・こども家庭総合支援事業 

   ・子ども医療費給付事業 等 

 ウ 人とのつながりを魅力にした定住・転入・関係人口の拡大と安心し  

て暮らすことができる魅力的な地域を実現する事業 

家族や周囲の仲間、地域で共に活動する人のほか、多様なかかわりあいの

中で信頼関係を築きながら、住民協働による住民自治の深化を目指し、人
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と人とのつながりの構築を進める。また、つながりの構築を通じ、お互い

が共感し合う関係性をより深め、本市の考える「やさしさ」を実感できる

環境づくりを進める。 

  【具体的な事業】 

   ・滝沢市地域人材育成交流事業 

   ・滝沢地域づくり活動推進補助事業 

   ・中心拠点商業地区開発事業 

   ・地域愛着向上事業 等 

  

③ 事業の実施状況に関する客観的な指標（重要業績評価指標(ＫＰＩ)） 

第２期滝沢市まち・ひと・しごと創生総合戦略に記載の【数値目標】に同じ。 

④ 事業の評価の方法（ＰＤＣＡサイクル） 

事業実施後、翌年度（２月頃）の市総合計画審議会において、総合計画

の進捗度の検証と併せ、総合戦略に基づく事業効果の検証を実施する。検

証後速やかに本市公式ＷＥＢサイト上で公表する。 

⑤ 事業実施期間 

地域再⽣計画の認定の⽇から令和７年３月３１日まで 

 

５－３ その他の事業 

○ 新しい地方経済・生活環境創生交付金（第２世代交付金）の活用（内閣府）：

【Ｅ２００１】 

① 事業の名称 

滝沢市新しい地方経済・生活環境創生交付金事業   

ア 自分らしい子育てが実現できる環境づくり事業 

イ 定住・転入を促す環境づくり事業 

ウ 市への愛着の醸成と若者が活躍できる環境づくり事業  

エ 高齢者が生きがいを持ちいきいきと暮らす環境づくり事業 

② 事業の内容 

ア 自分らしい子育てが実現できる環境づくり事業 

市民が理想とする結婚、出産・子育てを実現できる環境を創出するため
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の取組を進め、滝沢で安心して暮らし、自分らしい子育てをすることがで

きる基盤づくりを推進する事業 

    【具体的な事業】 

     ・子ども・子育て支援推進事業 

     ・妊産婦保健事業 

     ・たきざわ出産・子育て応援事業 

     ・子ども医療費給付事業 等   

イ 定住・転入を促す環境づくり事業 

盛岡広域都市圏において、盛岡市に次ぐ人口を有する都市としての機能

の維持を図るため、生活利便性の向上や働く場を創出することで人口の転

出を抑制し、転入を促す自立した地域づくりを推進する事業 

    【具体的な事業】 

     ・交通政策推進事業 

     ・中心拠点商業地区開発事業 

     ・産業人材育成事業 

     ・産業振興事業 

・ＩＣＴ産業集積拠点整備事業 

     ・農業担い手育成対策事業 等 

    ウ 市への愛着の醸成と若者が活躍できる環境づくり事業 

      市内に多く居住する小中高生から大学生までを中心に、滝沢市を知り、

「愛着」を持てるような機会を創出し、若者が活躍できる環境づくりを推

進する事業 

 【具体的な事業】 

     ・地域人材育成・交流事業 

     ・交流拠点複合施設管理運営事業 

     ・滝沢地域づくり活動推進補助事業 

・若者活躍の場づくり推進事業 

・大学未来共創事業 

     ・地域愛着向上事業 等 

    エ 高齢者が生きがいを持ちいきいきと暮らす環境づくり事業 
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平均寿命の延伸や、少子化の進行に伴い、割合が増加する高齢者が、希

望や生きがいを持ち、健康を大切にしながら、それぞれにいきいきとした

人生を送ることができる環境づくりを目指す事業 

    【具体的な事業】 

     ・健康づくり事業 

     ・健康診査事業 

     ・重層的支援体制整備事業（地域介護予防活動支援事業） 

・重層的支援体制整備事業（包括的・継続的ケアマネジメント事業） 等    

※なお、詳細は第３期滝沢市まち・ひと・しごと創生総合戦略のとおり。 

③ 事業の実施状況に関する客観的な指標（重要業績評価指標(ＫＰＩ)） 

４の【数値目標】に同じ。 

④ 事業の評価の方法（ＰＤＣＡサイクル） 

事業実施後、翌年度（10月頃）の市総合計画審議会において、総合計画の

進捗度の検証と併せ、総合戦略に基づく事業効果の検証を実施する。検証後

速やかに本市公式ＷＥＢサイト上で公表する。 

⑤ 事業実施期間 

令和７年４月 1日から令和 14年３月 31日まで 

 

６ 計画期間 

地域再⽣計画の認定の⽇から令和 14年３月 31日まで 


